
事 務 連 絡 

平成２６年４月１１日 

 

ＤＰＣ対象病院連絡担当者 殿 

ＤＰＣ準備病院連絡担当者 殿 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

平成 26年度ＤＰＣ調査に係る連絡事項について 

 

 

日頃よりＤＰＣ導入の影響評価に係る調査にご協力頂き感謝申し上げます。 

平成 26年度診療報酬改定において、ＤＰＣ関連の告示及び通知が発出されたところです

が、平成 26年度以降のＤＰＣ調査に係る事項につきまして連絡いたします。 

 

記 

 

１．平成 26年度診療報酬改定関連告示及び通知について 

① ＤＰＣ制度関連の告示及び通知については、以下のＵＲＬに掲載しています。 

 

【掲載箇所】厚生労働省ホームページ 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 >  

平成 26年度診療報酬改定について 第３関係法令等 【省令、告示】（１２） 

掲載ＵＲＬ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html 

 

② ＤＰＣ制度に係る修正等項目については、「平成 26年度診療報酬改定関連通知の一

部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」（平成 26年３月 28日付事務連絡）に

おいて、以下のとおり示されています。 

 

【掲載箇所】厚生労働省ホームページ 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 >  

平成 26年度診療報酬改定について 第３関係法令等 【事務連絡】(４)-１ 

掲載ＵＲＬ 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/000 

0042452.pdf 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/000　0042452.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/000　0042452.pdf


・別添２「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（平成 26年３月５日保医発 0305第１号） 

第 26の４ データ提出加算 ２ データ提出に関する事項 （１）（PDF ７頁目） 

 

・別添１０「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定

方法の一部改正法等に伴う実施上の留意事項について」 

（平成 26年３月 19日保医発 0319第４号）（PDF 135頁目） 

 

・別添１２ ＤＰＣ関連告示（PDF 138頁目） 

 

２．ＤＰＣ対象病院の外来ＥＦファイル提出の必須化（ＤＰＣ対象病院のみ） 

平成 26年度より全てのＤＰＣ対象病院は外来ＥＦ統合ファイル（外来診療データ）の

提出が必須となりました。ＤＰＣ対象病院を対象とした外来ＥＦ統合ファイルを作成ソ

フト含むプログラムにつきましてはＤＰＣ調査事務局より後日提供されます。 

 

３．ＤＰＣ／ＰＤＰＳ傷病名コーディングテキストについて 

平成 26年３月 26日開催の中央社会保険医療協議会総会で報告されている、「ＤＰＣ／

ＰＤＰＳ傷病名コーディングテキスト」について、厚生労働省及び「ＤＰＣ導入の影響

評価に係る調査関連情報（ＤＰＣ調査事務局）」のホームページにそれぞれ掲載を予定

しています。ＤＰＣコーディング、「ＤＰＣコーディングに関する委員会」の開催時にお

ける参考資料としてご利用願います。ホームページ掲載時にＵＲＬ等につきましてお知

らせいたします。 

 

４．データ提出加算に係る施設基準等の見直しについて 

データ提出加算にかかる施設基準の見直しが行われたところですが、ＤＰＣ調査に参

加する病院の平成26年度以降のデータ提出加算の届出及び提出データにかかる取扱いは、

別紙「平成 26年度データ提出加算に係る取扱いについて」を確認ください。



別 紙 

 

 

平成 26年度データ提出加算に係る取扱いについて 

 

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 26年

３月５日保医発 0305第１号）の別添３の第 26の４及び「平成 26年度診療報酬改定関連通

知の一部訂正について」（平成 26年３月 28日厚生労働省保険局医療課事務連絡）におい

て、データ提出加算の施設基準等が定められているところですが、平成 26年度におけるデ

ータ提出加算に係る具体的な届出等の取扱いは以下のとおりとします。 

内容をご確認の上、それぞれ該当する事項に係る手続き及び届出をお願いいたします。 

 

１ 平成 26年３月 31日時点でデータ提出加算の届出を行っている病院 

 

（１） データ提出加算に係る対象病棟が平成 26年度より全ての病棟（短期滞在手術基

本料１を除く）に拡大されましたが、平成 26年３月 31日時点でデータ提出加算

の届出を行っている病院は、改定前の対象病棟のデータを提出することで平成 27

年３月 31日までは当該加算を算定することができます。 

 

（２） （１）に該当する病院であって、平成 27年度以降も継続してデータ提出加算の

算定を希望する場合は、「様式 40の５」を用いて届出を行ってください。データ

の提出に当たっては、当該届出を行った月の翌四半期分から改定後の対象病棟の

データを作成し、厚生労働省保険局医療課（以下「保険局医療課」という。）が指

定する期日までに提出してください。 

 

（３） 「その他病棟グループ」を有していない病院は、提出の対象となる病棟が改定

後も変わらないため、「様式 40の５」の届出は不要です。改定前と同様のデータ

を提出することでデータ提出加算を算定することができます。ただし、平成 26年

度中に「その他病棟グループ」に係る入院基本料等の届出を行ったため、改定後

の対象病棟のデータを提出するに当たり対象病棟に変更が生じた場合は、（２）と

同様に「様式 40の５」の届出及びデータの提出が必要になります。 

 

２ 平成 26年３月 31日時点でＤＰＣ対象病院または準備病院であり、ＤＰＣデータ提出

の実績があるが、データ提出加算の届出を行っていない病院 

 

「その他病棟グループ」を有しておらず、改定後の対象病棟のデータを提出するに当

たり対象病棟に変更が生じない病院に限り、「様式 40の７」の届出のみを行うことで当

該加算を算定することができます。この場合、「様式 40の７」にデータ提供の実績が認

められた病院として保険局医療課より通知された文書（以下「データ提出通知」という。）

を添付する必要はありません。 



一方、「その他病棟グループ」を有している病院であって、改定後の対象病棟のデータ

を提出するに当たり対象病棟に変更が生じる場合は、３と同じ取扱いになります。 

なお、「様式 40の７」の届出を行う際には、併せて様式の写しをＤＰＣ調査事務局ま

で電子メールにより提出してください。 

※ 平成 26年４月 14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理

が行われたものについては、同月１日に遡って算定することができます。 

 

３ 平成 26年３月 31日時点でデータ提出加算の届出を行っていない平成 26年度新規 

ＤＰＣ準備病院 

 

① 当該病院がデータ提出加算の算定を希望する場合は、「様式 40の５」を用いて届出

を行ってください。試行データについては、当該届出を行った月の属する四半期分の

改定後の対象病棟のデータを作成し、保険局医療課の指定する期日までに提出してく

ださい。 

 

② 提出された試行データが適切に作成・提出されたと確認された場合は、保険局医療

課から申請を行った病院に「データ提出通知」を送付します。 

 

③ 「データ提出通知」を受けた病院は「様式 40の７」に「データ提出通知」の写しを

添付して届出を行うことでデータ提出加算を算定することができます。データについ

ては、当該届出を行った月の属する四半期から改定後の対象病棟のデータを作成し、

保険局医療課の指定する期日までに提出してください。 

なお、「様式 40の７」の届出を行う際には、併せて様式の写しをＤＰＣ調査事務局

まで電子メールにより提出してください。 

 

例１）５月に「様式 40の５」の届出を行う場合 

 ① 保険局医療課が指定する期日までに、以下２点を合わせたデータを試行データとし

て提出 

  ⅰ）ＤＰＣ準備病院として提出が必要なデータ 

（４～６月分の「一般病棟グループ」「精神病棟グループ」データ） 

ⅱ）データ提出加算を算定するために追加で必要なデータ 

（４～６月分の「その他病棟グループ」データ） 

※ 「その他病棟」がない場合は、ⅰ）のみを提出。 

 ② 「データ提出通知」を受けた後に、「様式 40の７」を届出 

  当該届出を行った月の属する四半期分からデータを作成して提出 

 

例２）８月に「様式 40の５」の届出を行う場合 

① 保険局医療課が指定する期日までに、ＤＰＣ準備病院として必要なデータを提出 

（４～６月分の「一般病棟グループ」「精神病棟グループ」データ） 

 



 ② 保険局医療課が指定する期日までに、以下２点を合わせたデータを試行データとし

て提出 

  ⅰ）ＤＰＣ準備病院として提出が必要なデータ 

（７～９月分の「一般病棟グループ」「精神病棟グループ」データ） 

ⅱ）データ提出加算を算定するために追加で必要なデータ 

（７～９月分の「その他病棟グループ」データ） 

※ 「その他病棟」がない場合は、ⅰ）のみを提出。 

 ③ 「データ提出通知」を受けた後に、「様式 40の７」を届出 

  当該届出を行った月の属する四半期分からデータを作成して提出 

 

４ データ提出加算１（入院データ）を算定している病院が加算２（入院＋外来データ） 

の届出をする場合 

 

（１） 加算２の算定を希望する場合は、「様式 40の７」の届出を行ってください。こ

の場合、平成 24年３月 31日にＤＰＣ対象病院又はＤＰＣ準備病院である病院を

除き、データ提出通知の写しを併せて届け出てください。 

なお、「様式 40の７」の届出を行う際には、併せて様式の写しをＤＰＣ調査事

務局まで電子メールにより提出してください。 

※ 平成26年４月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受

理が行われたものについては、同月１日に遡って算定することができます。 

 

（２） 当該届出を行った月の属する四半期分から外来分も含めて改定後のデータを作

成し、保険局医療課の指定する期日までに提出してください。 

 

５ その他 

 

（１） 平成 26年度診療報酬改定において、７：１入院基本料算定の要件としてデータ

提出加算の届出が追加されたため、引き続き平成 27年度以降も７：１入院基本料

を算定するためには、平成 27年３月 31日までにデータ提出加算の届出を行う必

要があることにご留意ください。 

 

（２） 様式の提出先 

①「様式 40の 5」 

病院の所在地を管轄する地方厚生（支）局医療課 

②「様式 40の 7」 

病院の住所地を管轄する地方厚生（支）局各都県事務所及び指導監査課 

 

（３） 留意事項 



上述のとおり、「様式 40の７」の届出を行った際には、厚生局の受領印を受けた

様式の写しを以下の要領でＤＰＣ調査事務局まで電子メールにより速やかに送付

してください。 

・ファイル形式：ＰＤＦファイル 

・ファイル名（ＰＤＦファイル名）：「施設コード_様式 40の 7写し」 

・電子メールの件名：「様式 40の 7届出書の写しの提出」 

・電子メール送付先アドレス：dpc@prrism.com 

  

mailto:dpc@prrism.com


（参考）改定前の対象病棟、改定後の対象病棟 

 

グループ 入院基本料・特定入院料等 

一般病棟グループ ・一般病棟入院基本料（7対1、10対1、13対1、15対1） 

・特定機能病院入院基本料（一般） 

・専門病院入院基本料（7対1、10対1、13対1） 

・救命救急入院料 

・特定集中治療室管理料 

・ハイケアユニット入院医療管理料 

・脳卒中ケアユニット入院医療管理料 

・小児特定集中治療室管理料 

・新生児特定集中治療室管理料 

・総合周産期特定集中治療室管理料 

・新生児治療回復室入院医療管理料 

・一類感染症患者入院医療管理料 

・小児入院医療管理料 

・短期滞在手術等基本料（3のみ）  

・救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡

した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保す

ることとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死

亡時の1日分の入院料等を算定するもの）も含む。 

精神病棟グループ ・精神病棟入院基本料（10対1、13対1、15対1、18対1、20対1） 

・特定機能病院入院基本料（精神） 

・精神科救急入院料 

・精神科急性期治療病棟入院料（1および2） 

・精神科救急・合併症入院料 

・児童・思春期精神科入院医療管理料 

その他病棟グループ 

 

上記以外 

・障害者施設等入院基本料 

・短期滞在手術等基本料（2） 

・回復期リハビリテーション病棟入院料 

・亜急性期入院医療管理料 

・地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料含む） 

・結核病棟入院基本料 

・療養病棟入院基本料 

・特殊疾患入院医療管理料 

・認知症治療病棟入院料    等 

改
定
前
の
対
象
病
棟 

改
定
後
の
対
象
病
棟 


